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小松島市消費生活センターは小松島市教育委員会庁舎敷地内にあります。
（案内表示があります。） ご来所をお待ちしています。

▼若者が陥りやすい消費者トラブル ◆消費者へのアドバイス◆

いやや！泣き寝入り

または、消費者ホットライン

☎１８８にご相談ください。

令和４年４月１日から

成年年齢が１８歳になります!

成年年齢引下げまであと３ヶ月となりま
した。消費者トラブルは主に成年を迎えて
からトラブルに巻き込まれることが多く、
今回の引下げにより悪徳業者は新成年を
狙って、様々な勧誘をしてくる可能性が考
えられます。

知識や経験の不足に付け込まれ、自分や
周りの同級生が被害に遭うことがないよう、
今のうちに備えておきましょう。

未成年者の場合、契約には保護者の同意
が必要となり、同意が無い場合には原則と
して取り消すことができます。

しかし、成年年齢を迎えると、自分自身
の判断で契約できる反面、取り消すことが
難しくなるため、注意が必要です。

①自分の意志で契約ができるようになる

②「未成年者取消」が適用されなくなる

被害防止の３ 条

その１

その２

その３

考える
か んが

確認する
か くにん

「簡単に儲かる」「すぐに効果が出る」等
のうまい話は、たとえ友人からの誘いであっ
ても要注意です。情報商材やマルチ商法では、
自分が加害者になる場合もあります。

よく考えてから自分の収入に合った無理の
ない買い物を心がけましょう。

契約をする場合は、内容や料金、解約方法
等を理解できるまで確認しましょう。

ネット通販では通信販売に該当するため、
クーリング・オフができません。トラブルに
巻き込まれる前に返品方法の事前確認も大切
です。

成年年齢を迎えると自分でクレジット
カードが作れるようになりますが、カード
の貸し借りは規約違反となり、使用できな
くなることがあります。マイナンバーカー
ドや運転免許証等も不正に利用されること
がないよう、大切に保管しておきましょう。

か か

貸し借りしない

小松島市消費生活センター通信

３８-６８８０だより



≪小松島市民の方へ≫ 「こまつしま」くらしの安全・安心サポーター募集中！

登録・お問い合わせは 小松島市市民生活課 ☎0885-32-2132 まで

★ ★ ★「くらしの講座」案内★ ★ ★

3/16(水)
10:00-12:00

場所：小松島市総合福祉センター1階訓練室

対象：一般 無料

主催：プラチナライフクラブ

▼すべてのイベントについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
中止させていただくことがあります。
中止が決定した時点で、徳島新聞等に掲載さ

せていただきます。ご不明な場合は、市民生活
課（☎32-2132）にお電話ください。

どなたでもご参加いただけます。

ぜひお気軽にお越しください！
▼イベント情報

高齢者の災害への備え
県防災人材育成センター
活動推進員 工藤 素子氏

▼騙されやすい人ってどんな人？

講座前にセンター相談員が講演しています！

▼啓発活動報告

立江寺と恩山寺にて

お接待キャンペーンを開催！

10月23日（土）、立江寺と恩山寺に
て、消費者被害防止・交通安全のお接
待キャンペーンを実施しました。
小松島警察署、「こまつしま」くら

しの安全・安心サポーターのご協力の
もと、参拝に訪れた方々へ啓発グッズ
を配布しました。

今回は、不審電話の注意を呼び掛ける
チラシやふりかけ、交通安全のメッセー
ジが入ったパッケージのマスクや、除菌
シートの他、お遍路に使える爪楊枝や、
ビニール袋の入ったペーパークラフト等
を配布しました。

今後も直接住民の
方々に声掛けを行い、
消費者被害を減らすこ
とができるよう、啓発
活動に取り組んでいき
ます。

自分は詐欺に引っかからない、
大丈夫だと思っていた人が多いです。
普段詐欺被害に遭うことがないため、頻

繁に犯行を繰り返す詐欺師の勧誘に突然遭
遇してしまっても、疑うことが難しい場合
がほとんどです。
また、「期間限定」「今だけ大幅値引」

などといった言葉に弱い人も注意が必要で
す。すぐに決断（契約・購入）せず本当に
必要なものかどうか、家族に相談するなど
第３者の意見を踏まえた上でお金を支払う
ようにしましょう。
自分の性格をよく理解し、詐欺被害や消

費者トラブルは、誰にでも起こりうるもの
であるということを踏まえて、万が一すぐ

詐欺や消費者トラブル被害
の報道を見た時、どうして騙
されてしまうのだろうと思っ
たことはありませんか。

詐欺被害に遭われた人は、意外にも

にお金を支払う様な要求や、
契約内容等に疑問を感じた
時は、消費生活センターに
ご相談ください。

小松島市消費生活センター

☎0885-38‐6880


